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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
四
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
規
約
型
企
業
年
金
の
要
件
）

（
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
規
約
型
企
業
年
金
の
要
件
）

第
八
十
二
条

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該

第
八
十
二
条

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該

確
定
給
付
企
業
年
金
が
受
託
保
証
型
確
定
給
付
企
業
年
金
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
末
日
（
当
該
事
業
年
度
が
事
業
開
始
の
初
年
度
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
初
日
）
に
お
い
て
当
該
規
約
型
企
業
年

金
の
加
入
者
の
数
が
三
百
人
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
規
約
型
企
業
年
金
の
運

用
に
係
る
資
産
の
額
が
三
億
円
未
満
で
あ
る
こ
と
（
当
該
規
約
型
企
業
年
金
が
第

八
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
確
定
給
付
企
業
年
金
で
あ
る

場
合
を
除
く
。
）
、
又
は
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
が
受
託
保
証
型
確
定
給
付
企

業
年
金
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
積
立
金
の
運
用
）

（
積
立
金
の
運
用
）

第
八
十
四
条

事
業
主
（
受
託
保
証
型
確
定
給
付
企
業
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
を

第
八
十
四
条

事
業
主
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
積
立
金
の
運
用
を
行

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
基
金
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
、
積
立
金
の
運
用
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項

一

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
運
用
に
係
る
資
産
に
つ
い
て
、
長
期
に
わ
た
り
維

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
運
用
に
係
る
資
産
に
つ
い
て
、
長
期
に
わ
た
り
維

持
す
べ
き
資
産
の
構
成
割
合
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
定
め
る
こ
と
。

持
す
べ
き
資
産
の
構
成
割
合
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
定
め
る
こ
と
。

二

当
該
事
業
主
及
び
基
金
に
使
用
さ
れ
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
、

二

当
該
事
業
主
等
に
使
用
さ
れ
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
、
前
号
の

前
号
の
資
産
の
構
成
割
合
の
決
定
に
関
し
、
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

資
産
の
構
成
割
合
の
決
定
に
関
し
、
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
置

者
を
置
く
よ
う
努
め
る
こ
と
。

く
こ
と
。

２

受
託
保
証
型
確
定
給
付
企
業
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

（
新
設
）

ろ
に
よ
り
、
積
立
金
の
運
用
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
運
用
に
係
る
資
産
に
つ
い
て
、
長
期
に
わ
た
り
維

持
す
べ
き
資
産
の
構
成
割
合
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
定
め
る
こ
と
。

二

当
該
事
業
主
に
使
用
さ
れ
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
、
前
号
の
資

産
の
構
成
割
合
の
決
定
に
関
し
、
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
置
く

こ
と
。



- 3 -

３

事
業
主
等
は
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
毎
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、

２

事
業
主
等
は
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
毎
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
運
用
に
係
る
資
産
を
時
価
に
よ
り
評
価
し
、
そ
の
構
成
割

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
運
用
に
係
る
資
産
を
時
価
に
よ
り
評
価
し
、
そ
の
構
成
割

合
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
百
四
条
の
二
十
一

第
十
九
条
の
規
定
は
連
合
会
の
理
事
長
の
就
任
等
に
つ
い
て

第
百
四
条
の
二
十
一

第
十
九
条
の
規
定
は
連
合
会
の
理
事
長
の
就
任
等
に
つ
い
て

、
第
二
十
条
の
規
定
は
連
合
会
が
行
う
会
議
録
の
謄
本
等
の
添
付
に
つ
い
て
、
第

、
第
二
十
条
の
規
定
は
連
合
会
が
行
う
会
議
録
の
謄
本
等
の
添
付
に
つ
い
て
、
第

三
十
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
連
合
会
が
支
給
す
る
老
齢
給
付
金
に
つ
い
て

三
十
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
連
合
会
が
支
給
す
る
老
齢
給
付
金
に
つ
い
て

、
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
の

、
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
の

規
定
は
連
合
会
が
支
給
す
る
給
付
に
つ
い
て
、
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
法

規
定
は
連
合
会
が
支
給
す
る
給
付
に
つ
い
て
、
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
法

第
九
十
一
条
の
十
九
第
三
項
、
第
九
十
一
条
の
二
十
第
三
項
及
び
第
九
十
一
条
の

第
九
十
一
条
の
十
九
第
三
項
、
第
九
十
一
条
の
二
十
第
三
項
及
び
第
九
十
一
条
の

二
十
一
第
三
項
の
遺
族
給
付
金
に
つ
い
て
、
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

二
十
一
第
三
項
の
遺
族
給
付
金
に
つ
い
て
、
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
六
十
七
条
、
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
四

第
六
十
七
条
、
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
四

条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
五
条
の
規
定
は
法
の
規
定
に
よ
る
連
合
会

条
並
び
に
第
八
十
五
条
の
規
定
は
法
の
規
定
に
よ
る
連
合
会
の
積
立
金
の
積
立
て

の
積
立
金
の
積
立
て
及
び
そ
の
運
用
に
つ
い
て
、
第
八
十
五
条
の
二
の
規
定
は
連

及
び
そ
の
運
用
に
つ
い
て
、
第
八
十
五
条
の
二
の
規
定
は
連
合
会
が
行
う
個
人
情

合
会
が
行
う
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
第
九
十
八
条
（
第
四
号
及
び
第
五

報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
第
九
十
八
条
（
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
及
び

号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
の
規
定
は
連
合
会
の
解
散
及
び

第
百
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
の
規
定
は
連
合
会
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
、
第

清
算
に
つ
い
て
、
第
百
十
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
百
十
一
条
第
一

百
十
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
、
第
百
十
二
条
、

項
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
四
条
並
び
に
第
百
十
五
条
の
規
定
は
連
合
会
の
財
務

第
百
十
四
条
並
び
に
第
百
十
五
条
の
規
定
は
連
合
会
の
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て

及
び
会
計
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十
四
条
第
一
項
各

事
業
主
（
受
託
保
証
型
確

連
合
会

第
八
十
四
条
第
一
項
各

事
業
主
等

連
合
会

号
列
記
以
外
の
部
分

定
給
付
企
業
年
金
を
実
施

号
列
記
以
外
の
部
分

す
る
事
業
主
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
及
び
基
金

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
八
十
四
条
第
一
項
第

当
該
事
業
主
及
び
基
金

連
合
会

第
八
十
四
条
第
一
項
第

当
該
事
業
主
等

連
合
会

二
号

二
号

第
八
十
四
条
第
三
項

事
業
主
等
は
、
当
該
確
定

連
合
会
は
、

第
八
十
四
条
第
二
項

事
業
主
等
は
、
当
該
確
定

連
合
会
は
、

給
付
企
業
年
金
の

給
付
企
業
年
金
の

第
六
十
五
条
第
一
項
及
び

第
九
十
一
条
の
二
十
四
に

第
六
十
五
条
第
一
項
及
び

第
九
十
一
条
の
二
十
四
に

第
二
項
又
は

お
い
て
準
用
す
る

第
二
項
又
は

お
い
て
準
用
す
る

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


